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会旗及び標章規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、定款第５０条の規定に基づき、会旗及び標章に関し必要な事項を定める。 

（会旗） 

第２条 本協会の会旗は、別紙図面１（ＪＦＡシンボル）のとおりとする。 

（標章） 

第３条 本協会の標章は、別紙図面２（ＪＦＡシンボル・ＪＦＡロゴタイプ・ＪＦＡモチーフ）のとおりと

する。 

（会旗の使用） 

第４条 本協会の会旗は、都道府県サッカー協会及び地域サッカー協会の会旗として使用することができる。 

（会旗・標章の使用制限） 

第５条 本協会の会旗又は標章は、本協会の事前の承認を得ない限り、徽章その他の意匠として使用するこ

とはできない。 

２ 会旗又は標章を意匠として使用することを希望する者は、本協会に対し、その使用目的、図案、使用範

囲及び制作個数等を明記した承認申請書を提出しなければならない。 

３ 前項の承認の可否は、理事会において決定する。 

（改正） 

第６条 本規則の改正は、理事会の決議を経て、これを行う。 

（施行） 

第７条 本規則は、２０１７年４月１３日から施行する。 
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